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（単位：千円）

区分Ⅰ－１　病床の機能分化・連携 3,479,124 

病床の機能分化・連携を促進するための基盤整備 3,479,124 

急性期病床等から回復期病床等への転換を行う医療機関の施設整備に対して補助
する。

1,191,001 

医療機関への情報提供や各地域での検討会等の取組により、不足病床機能区分
への転換促進や地域医療構想の推進を図る。

5,061 

回復期機能を担う病棟等の開設を行うに当たり、病棟等の開設前6か月に発生する
看護職員等の訓練期間中の人件費等を補助する。

39,124 

地域医療介護連携ネットワークの適切・円滑な構築、効果的・持続可能な運用を確
保するため、構築検討地域における費用に対して補助する。

990,655 

慢性腎臓病の実態についてデータ解析を行い、そこから得られた結果から適切な受
診勧奨を行う。

2,169 

地域医療に係る様々なデータについて、専門的見地から有識者によるデータ分析を
行い、各区域における地域医療に係る現状・課題を示す。

4,649 

市町村が実施する、地域における連携体制の構築等の取組及び、心臓リハビリテー
ションに関連する設備整備に係る経費に対して補助を行う。

40,500 

県西地域における中核的な医療機関である小田原市立病院の再整備に要する経
費を補助することを通じて、地域における病床機能の分化・連携を進める。

850,000 

川崎地域における中核的な医療機関である川崎市立川崎病院の再整備に要する
経費を補助することを通じて、地域における病床機能の分化・連携を進める。

264,913 

3 緩和ケア推進事業 緩和ケア病棟の整備を行う医療機関に対して補助を行う。 91,052 

区分Ⅱ　在宅医療の推進 392,961 

在宅医療の体制構築 153,720 

在宅医療の推進のため、在宅医療に係る課題の抽出や好事例の共有等に取り組
む。
・協議会開催（県全域、保健福祉事務所単位）
・研修会、普及啓発事業（各地域）

2,809 

群市医師会が実施する在宅医療の推進に資する事業（地域支援事業は除く）に係る
経費について補助する。

7,168 

在宅医療従事者等の多職種連携と医療的ケアのスキル向上に向けた研修拠点と、
患者や家族が在宅医療を直接体験できる拠点となる在宅医療トレーニングセンター
の設置・運営に係る経費に対して補助する。

28,000 

在宅で看取りまで行い、かつ、看取った患者に対する死体検案及び死亡診断書・死
体検案書の作成まで適切に行うことのできる地域の医師を育成する研修を実施す
る。

510 

在宅医療を担う診療所及び訪問看護ステーションが退院支援に積極的に取り組む
ために必要となる人件費に対して補助を行う。

42,240 

新たに在宅医療に参画する、もしくは在宅患者の一層の受入強化に取り組む医療
機関が必要とする医療機器の整備に対して補助する。

45,600 

5
訪問看護推進支援事
業

在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護のニーズに対応するため、訪問看
護推進協議会を設置し、在宅医療への支援のあり方を調査・検討するとともに、訪
問看護に従事する看護職員の養成・確保・定着を図り、訪問看護の提供体制を整備
する。

27,393 

医療介護総合確保促進法に基づく神奈川県計画（R7年度分）医療分事業（案）一覧

区
分
体
系

№ 計画事業名 概　要

1
病床機能分化・連携
推進事業

2
構想区域病床機能
分化・連携推進事
業

R7執行予定額

4
在宅医療施策推進事
業

※過年度積立分も活用して事業を実施する。

参考資料２－２
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№ 計画事業名 概　要 R7執行予定額

在宅歯科医療における口腔ケア等の充実及び医科や介護との連携強化 216,759 

在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、医科や介護との連携の促進や地域の
相談窓口などの役割を担う在宅歯科医療中央連携室を１箇所、在宅歯科医療地域
連携室を各地域に設置する。

137,556 

在宅歯科医療地域連携室と連携する休日急患歯科診療所等において、訪問歯科を
受けている在宅要介護者等で一般歯科診療所では対応できない重度な口腔内疾患
等への治療機会を確保するために実施する歯科診療に係る経費及び施設・設備整
備費に係る経費の一部を補助する。

75,288 

7
口腔ケアによる健康
寿命延伸事業

高齢者における要介護状態の入り口のひとつである口腔機能の低下を回復可能な
段階で改善するため、オーラルフレイルの普及啓発や研修を実施する。

3,915 

小児の在宅医療の連携体制構築 7,145 

8
小児等在宅医療連携
拠点事業

在宅療養を行う医療依存度の高い小児等やその家族が地域での療養生活を支える
体制を構築するため、会議体、相談窓口の設置、研修の実施等を行う。

7,145 

在宅医療を担う人材の確保・育成 15,337 

9
訪問看護ステーショ
ン教育支援事業

訪問看護ステーションの訪問看護師の実践的な研修体制を構築し、県内における在
宅医療提供体制の充実を図る。

10,500 

10
措置入院者退院後支
援事業

措置入院者の措置入院解除後のフォロー体制を構築し、措置入院者に退院後の医
療等の継続的な支援を行う。

837 

11
（新規）
医療的ケア児者歯科
人材養成事業

医療的ケア児者の歯科診療体制の構築を構築するため、歯科医師及び歯科衛生士
を対象に研修やフォーラムを実施する。

4,000 

区分Ⅳ　医療従事者の確保・養成 3,182,262 

医師の確保・養成 757,760 

県内の医師不足病院等を把握・分析し、医師のキャリア形成と一体的に医師不足病
院の医師確保の支援等を行う地域医療支援センターを運営し、医師の偏在解消を
図る。

33,880 

医療従事者の離職防止や定着促進、医療安全の確保等を図るため、勤務環境改善
に主体的に取り組む医療機関を支援する。 6,617 

救急医療の適正受診や救急車の適正利用、医療資源の有効活用の側面から効果
がある♯7119の広報を実施する。 11,122 

地域医療を担う医師を確保及び育成するため、北里大学、聖マリアンナ医科大学、
東海大学、横浜市立大学の地域医療医師育成課程の学生を対象とした修学資金の
貸付を行う。

157,200 

76,503 

12,769 

14
病院群輪番制運営事
業

休日・夜間に実施する小児救急医療に携わる小児科医師等の確保に必要な経費に
対して補助を行う。

245,132 

15
小児救急医療相談事
業

夜間等における子どもの体調や病状の変化に関する電話相談体制を整備する。 19,735 

16
マンモグラフィ講習会
等事業

乳がん検診を実施する人材の育成・確保のため、マンモグラフィ講習会等の開催に
係る費用を補助する。

2,220 

17
（新規）
勤務環境改善医師確
保対策事業

県内医療機関におけるＩＣＴ機器の導入や他職種も含めたタスク・シフト/シェアなど
の業務の効率化等を支援し、勤務環境改善を促し、将来的に医師の確保が安定的
に可能となる環境を整備する。

122,582 

18
（新規）
医師確保・能力開発
対策事業

大学の寄付講座により医師派遣を通じた短期的な医師確保による医師の地域偏在
の解消と、医師養成機能の確立により、中直的な医師確保を進める

50,000 

6
在宅歯科医療連携拠
点運営事業

13
産科等医師確保対策
推進事業

産科勤務医等の処遇改善とその確保を図るため、分娩手当を支給する病院、診療
所及び助産所に対し補助を行う。

12
医師等確保体制整備
事業
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№ 計画事業名 概　要 R7執行予定額

19
（新規）
児童精神科医確保・
育成対策事業

大学の寄付講座により県立施設に専門医の派遣を行い、学校、地域医療機関、児
童相談所等の地域機関に対し、診察や医学的助言等を行うことで、専門医の経験
値の向上・育成を図る。

20,000 

看護職員の確保・養成 2,412,525 

看護師等の養成・確保を図るため、民間立看護師等養成所等に対して、教員、事務
職員人件費等の運営費を補助する。

453,714 

看護師養成所の新築、増改築（改修を含む。）に要する工事費又は工事請負費に対
して補助する。

455,603 

厚木看護専門学校に対して、教員、事務職員人件費等の運営費を補助する。 26,857 

医療機関等の実習指導者講習会等受講経費や、実習受入施設の代替職員経費へ
の補助を行う。

17,746 

看護師等の資質向上を推進するため次の各項目の事業を実施する。
・質の高い看護職員を育成するための検討、看護職員の就業状況を把握する。
・看護師の仕事や看護職の資格取得についての小冊子を作成し、啓発活動を行
う。
・看護職員の職種別及び看護管理者等、対象別に看護実践能力向上のための研
修事業等を実施する。
・理学療法士、作業療法士、放射線技師の実習指導者等の資質向上のための研
修を行う。

19,308 

看護師等の資質向上のための研修会を支援する。 542 

病院において新人看護職員の実践能力を獲得させる研修への支援を行う。 95,689 

病院での移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援の
いずれかの場面において使用することで、効率化や負担軽減などの効果がある機
器の導入に対し、経費の一部を補助する。

374,291 

看護職員へのタスクシフトを推進するため、看護業務の効率化・省力化を図るため
のICT導入支援に係る補助を行う。

423,582 

看護補助者確保に向け、県内の看護補助者に関する調査を行うほか、県民向けの
モニタリング調査を実施する。

3,825 

看護師が急性期の医療から在宅まで、幅広い領域に対応できる能力を持ち、施設
間連携や多職種連携に強い看護師を育成するため、地域内の異なる施設間におけ
る人材交流に必要な経費を補助する。

17,316 

医師・看護師等の離職防止と再就職促進のため、病院内保育事業の運営費に対し
て補助する。

356,000 

院内保育施設整備に対して補助する。 10,932 

看護師等養成施設の専任教員、臨地実習に必要な実習指導者及び認定看護師等
を養成する。

27,406 

看護専任教員の仕事の魅力を広く発信するとともに、看護専任教員に興味のある看
護師を対象とした研修等を実施することで看護専任教員として働く意志がある者を
増やし、看護専任教員の成り手の増加を図る。

9,175 

23
潜在看護職員再就業
支援事業

潜在看護職員の再就業の促進のため、普及啓発、相談会及び見学会等を開催し、
求人から採用までを支援する新たな取組みを進め、離職者の再就業を促進する。

28,992 

看護師等の確保・定着のため、看護師等養成施設等の在学者へ、修学資金の貸付
けを行う。

37,780 

保健師養成施設等に在学する者で、卒業後、県内の地方公共団体で保健師として
就業する意思を有する学生に対して、修学資金を貸与する。

43,680 

県内で理学療法士等として就業しようとする人材を育成するため、学生に修学資金
を貸与する。

3,600 

21 院内保育所支援事業

22
看護実習指導者等研
修事業

20
看護師等養成支援事
業

24
看護職員等修学資金
貸付金
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№ 計画事業名 概　要 R7執行予定額

看護職員や看護学生に対して、福祉現場における看護の必要性についての普及啓
発と、医療ケアが必要な重度重複障害者等に対する看護についての知識や技術を
習得するための研修を実施し、重度重複障害者等のケアを行う専門看護師の養成
確保、人材の定着を図る。

4,287 

重症心身障害児者や医療的ケアを必要とする方の地域生活を支えるために必要な
支援体制に関する検討会の結果を踏まえて、それらの方々に対応したグループホー
ムで対応できる看護師を要請するための研修を実施する。

1,500 

26
精神疾患に対応する
医療従事者確保事業

県内の精神科病床を有する病院の新人看護職員を対象に、臨床についての研修を
行い早期離職の防止を図ると共に、中堅看護職員を対象に、最新の精神科看護に
ついての研修を行い、時代の変化に対応する看護職員を養成する。

700 

歯科関係職種の確保・養成 6,760 

27
がん診療医科歯科連
携事業

医療従事者に向けて口腔ケアの知識の向上及び歯科医師との連携基盤の構築の
ため、医科歯科連携に関する研修会等を実施する。

457 

・歯科医療従事者を確保するため、高校生を対象とした普及啓発事業を実施する。
・現任一次・二次医療担当者による実践研究発表会等研修事業を行う。

2,819 

在宅で療養する気管切開患者や嚥下障害者等への歯科保健医療を推進するため
県全域の歯科衛生士を対象に、在宅歯科治療及び口腔ケア実施時における口腔咽
頭吸引の知識及び技術を学ぶ研修を実施する。

406 

歯科診療システムの一次・二次医療を担当する歯科医師、歯科衛生士を対象に、障
がい者の歯科診療に即応し得るよう、神奈川県障害者歯科医療担当者研修会を実
施する。

3,078 

薬科関係職種の確保・養成 5,217 

29 薬剤師確保対策事業

〇　病院薬剤師採用活動の効果検証
・病院薬剤師の業務内容や働き方の魅力を説明する「病院薬剤師業務セミナー」及
び普段、就職説明会等を開催していない中小病院等が優先的に参加できる病院別
「病院薬剤師業務相談会」を開催する。
・参加者及び参加病院に対してアンケート調査を実施し、就職を検討する上でのセミ
ナーや相談会の効果を検証する。
〇　薬剤師確保対策の事業化検証
・令和６年度に実施した「薬剤師確保検討調査事業」の調査結果を踏まえて、病院薬
剤師確保策の実現に向けた検討を行う。
・病院薬剤師の就労状況や偏在の推移を把握するため、県内病院に対して毎年度
調査を実施する。
・薬局薬剤師の就労状況にかかる課題や必要な取組みについて、関係団体と連携
して検討する。

5,217 

区分Ⅵ　勤務医の労働時間短縮 1,288,203 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 1,288,203 

30
地域医療勤務環境改
善体制整備事業

医療機関が医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業に対し必
要な費用を支援する。

1,288,203 

合　計 8,342,550 

25
重度重複障害者等支
援看護師養成研修事
業

28
歯科人材育成・養成
確保事業

4 / 4136136



1 

令和６年度の国財源における活用事業の事後評価について 

施策・項目 目標 達成状況 見解・改善の方向性 

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携 

地域医療構想

の達成に向け

た医療機関の

施設又は設備

の整備 

◇回復期病床への転換助成や、

医療機関に対する、回復期病

床への転換を促すためのセミ

ナー・相談会や個別支援の実

施、地域医療介護連携ネット

ワークの構築。

・回復期病床の整備数：832床

（令和６年度）

・意見交換会・検討会等開催

回数延べ45回程度（令和６

年度）

・地域医療介護連携ネットワ

ークに参加する医療機関数

101施設（令和６年度）

・回復期病床の整備数：５床

（令和６年度）

※整備中の回復期病床数は

112床

・意見交換会・検討会等開催回

数延べ41回（令和６年度）

・地域医療介護連携ネットワー

クに参加する医療機関数

107施設（令和６年度）

・病院から意向調査にお

いて合計832床整備が

予定されていたが、建

築費高騰により病床整

備の遅れや、整備計画

そのものを中止する病

院があり、整備状況が

低調となっている。

・各医療圏において、特

に病床稼働率が低く、

かつ、急性期病床を多

く有する病院を対象に

個別に転換への働き掛

けを実施していく。

・地域医療構想の達成に

むけて、議論がより活

発となるように、地域

での意見交換会・検討

会の積極的な開催に努

める。

・医療機関の理解促進を

図ることなどとあわせ

て、人材の確保・養成

を推進していくこと

で、今後の病床の機能

分化・連携を推進して

いく。

参考資料２-３ 

137137



2 

施策・項目 目標 達成状況 見解・改善の方向性 

在

宅

医

療

の

推

進 

居宅等におけ

る医療の提供 

◇在宅医療を提供できる医療機

関や事業所等の増加、従事す

る人材の育成などにより、在

宅医療提供体制を充実させ

る。

・訪問診療を実施している診療

所・病院数

1,452施設（令和３年度）

→1,452施設より増加（令和

６年度）

在宅療養支援診療所・病院数

1,000施設（令和３年度）

→1,000施設より増加（令和

６年度）

・在宅看取りを実施している診

療所・病院数

782施設（令和３年度）

→782施設より増加（令和６

年度）

・訪問歯科診療を実施している

歯科診療所数

1,420施設（令和３年度）

→ 1,420施設より増加（令

和６年度）

・訪問診療を実施している診療

所・病院数

1,475施設以上（令和５年

度）※令和６年度実績未公表

在宅療養支援診療所・病院数 

1,014施設（令和６年度） 

・在宅看取りを実施している診

療所・病院数

815施設以上（令和５年度）

※令和６年度実績未公表

・訪問歯科診療を実施している

歯科診療所数

1,477施設以上（令和５年

度）※令和６年度実績未公表

・地域により医療資源に

差があることなどを踏

まえ、県が市町村や医

師会等と連携し、在宅

医療・介護連携推進事

業を担う市町村を支援

するとともに、在宅医

療の提供体制の整備を

推進していくことで在

宅医療従事者の増加に

結び付けていく。
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施策・項目 目標 達成状況 見解・改善の方向性 

医

療

従

事 

者

の

確

保 

医師の確保 

◇医師不足、産科や小児科など

の特定の診療科や地域による

偏在などの解消

・休日・夜間における小児二次

救急医療体制の確保ができて

いるブロック数

14ブロック(県内全域)の維持

・休日・夜間における小児二次

救急医療体制の確保ができて

いるブロック数

14ブロック（令和６年度）

- 

看護職員の 

確保 

◇神奈川県の人口10万人当たり

の就業看護職員数は全国平均

と比べ低い水準であるため、

養成、離職防止、再就業支援

により、看護人材を確保する

ことを目標にする。

・看護職員等修学資金借受者の

県内就業率

95％以上の維持(令和６年度)

・県内院内保育施設数

120施設以上の維持

・届出登録者の増加

3,850件（平成30年度）

→7,350件（令和６年度）

・重度重複障害者等支援看護師

養成研修の修了者

20人（令和６年度）

・認知行動療法等を実践できる

看護職員として育成した人数

新人看護職員対象研修受講者 

70名（令和６年度） 

中堅看護職員対象研修受講者 

50名（令和６年度） 

・看護職員等修学資金借受者の

県内就業率

88.6％（令和６年度）

・県内院内保育施設数

105施設以上（令和６年度）

・届出登録者の増加

3,850件（平成30年度）

→ 8,121件（令和６年度）

・重度重複障害者等支援看護師

養成研修の修了者

18人（令和６年度）

・認知行動療法等を実践できる

看護職員として育成した人数

新人看護職員対象研修受講者 

57名（令和６年度） 

中堅看護職員対象研修受講者 

31名（令和６年度） 

・県内の保健医療人材の

育成・確保に向け、看

護職員等を目指す学生

あるいは看護職員に対

し、更なる制度周知を

図り、より効率的・効

果的に事業に取り組ん

でいく。

・県内院内保育施設数を

県ホームページでの周

知により、補助金の活

用を促進する。

・重度重複障害者等支援

看護師養成研修におい

て学生向けに実施して

いる普及啓発研修につ

いては、実施圏域に偏

りがあったため、学校

規模と圏域のバランス

を調整していく。

・認知行動療法に関する

研修について、令和７

年度は引き続き認知行

動療法等を実践できる

看護職員を育成するた

め、多くの参加を促す

よう努める。
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施策・項目 目標 達成状況 見解・改善の方向性 

医

療

従

事 

者

の

確

保 

歯科関係人

材の確保 

◇今後需要増が見込まれる在宅

歯科医療に対応できる人材も

不足しているため、再就業支

援、養成・育成により、必要

な歯科医療人材を確保するこ

とを目標とする。

・在宅療養者に対して口腔咽頭

吸引を実施する県内の歯科衛

生士数の増加

12名（令和６年度）

・県内養成校の定員充足率

100％（令和６年度）

・在宅療養者に対して口腔咽頭

吸引を実施する県内の歯科衛

生士数の増加

18名（令和６年度）

・県内養成校の定員充足率

65.6％（令和６年度）

・少子化等による志願者

数の低下によって、目

標は達成できなかった

が、昨年度より定員充

足率4.2％を増加させ

ているため、一定の効

果はあった。

・県内の高校生を対象に

GPS広告を掲載するこ

とで、専用サイトの閲

覧につなげ、引き続き

養成校の情報に興味を

寄せる機会を作る。

勤

務

医

の

働

き

方

改

革 

勤務医の労

働時間短縮

に向けた体

制の整備 

◇医療機関に対し、地域医療提

供体制を確保できる適切な時

間外労働時間上限水準の適用

と、将来的な勤務医の労働時

間縮減

・年間の時間外労働時間が960時

間を超える医師がいる医療機関

数

56機関（令和５年度）

→ 35機関（令和６年度）

・年間の時間外労働時間が 960

時間を超える医師がいる医療

機関数

35機関（令和６年度）

- 
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令和７年１０月２７日 
記者発表資料 

「いのち」を守る病院を、地域のみんなで⽀えるため
に、共同メッセージを発出します︕ 
―「病院」は今、深刻な危機に直⾯しています― 

県内の病院は、深刻な経営危機に直面しています。「いのち」の砦であり、地域のインフラである
病院を守り、オール神奈川で地域医療を支える機運を醸成するため、県と医療関係団体が連携
し、共同メッセージを発出します。 

１  趣旨 

現在、病院の約７割が赤字経営と言われています。収入の中心である「社会保険診療報酬」が、

物価や人件費の高騰等に追いついておらず、患者さんが増えても経営が苦しい状況です。そこ

で、県と医療関係団体（県医師会、県病院協会、県精神科病院協会）が一体となって、病院が経

営危機に直面している現状について、県民に理解していただくための共同メッセージを発出し、

オール神奈川で地域医療を支える機運を醸成します。

２ 共同メッセージの主な内容 

（１）「いのち」の砦である病院は今、深刻な危機に直面しています。

（２）このままでは、ある日突然「病院」がなくなります。地域のインフラである病院を守り、神奈川

の医療をみんなで支えていきましょう。 

※共同メッセージに関連し、県から県民の皆様へお願いしたい内容を併せて周知します。

３ 共同メッセージの発出を行う団体等 
神奈川県 
神奈川県病院協会 
神奈川県医師会 
神奈川県精神科病院協会 

・添付資料

共同メッセージ 

「いのち」を守る病院を、地域のみんなで支えるために～「Save Our Hospital！」～ 
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４ その他 

共同メッセージの内容をまとめた広報ツール（チラシやホームページバナー等）を作成し、

県ホームページで公表するとともに、県内病院等での広報に活用します。 

問合せ先 

神奈川県健康医療局保健医療部医療企画課 

課長   渡邊 電話 045-285-0732 

企画グループ 佐藤 電話 045-285-0734 
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「病院」は今、
深刻な危機に直面してい

ます。

～ Save Our Hospital ! ～「いのち」を守る
病院を、地域のみ

んなで支えるため
に

職員の給与を上げられず、人手不足が
さらに深刻化しています。

●

診療報酬が、物価や人件費等の高騰に
追いついていません。

●

私たちの地域の「病院」、それはかけがえのない
「いのち」の砦です。このままでは、ある日突然、
「病院」がなくなります。

地域のインフラである病院を守り、神奈川の医療
をみんなで支えていきましょう。　

令和7年10月27日
黒岩  祐治
吉田  勝 明
鈴木紳一郎
山口  哲 顕

神奈川県知事
神奈川県病院協会会長
神奈川県医師会会長
神奈川県精神科病院協会会長
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神奈川県は、地域の「いのち」を守る病院を
しっかり支援していきます。

神奈川県は、地域の「いのち」を守る病院を
しっかり支援していきます。

特に救急医療については、必要な方が速やかに受診できるよう、
ご協力をお願いします。

3 医療機関はあなたの力を必要としています。
看護師等の資格をお持ちの方はもちろん、資格のない方も、
医療事務職や看護補助者など、活躍の場があります。
神奈川県内の医療機関で働いてみませんか。

1 病院が深刻な経営危機に直面していること、人材不足など医療資
源には限りがあることについて、ご理解をお願いします。

からから

へへ

神奈川県
県民のみなさま

看護職員、看護補助者の方はこちら
ナースセンター
https://www.kana-kango.or.jp/nursecenter/

かながわ救急相談センター
（#7119）のご活用を
令和7年11月からWebでも緊急
度の判定ができるようになります

平日・日中の診療時間内の
受診・病状説明にご協力を
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